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益田市単独土地改良事業補助金制度

農地や農業用施設に関する整備を行う場合や、災害の復旧が必要な場合に必要な経
費の一部を助成します。

・農地整備事業
区画整理工事、暗渠排水工事、農地(基盤)造成工事 等

・農業用施設整備事業
用水路・排水路の整備補修、用排水機(ポンプ等)の整備補修、
安全施設の設置 等

・農地災害復旧事業

水害等で崩れた畦畔や、ほ場法面の復旧、流入した土砂の撤去 等

・農業用施設災害復旧事業
水害等により土砂で閉塞した水路の土砂撤去、破損した水路の復旧 等

※国・県の補助金の交付を受けて行うものは対象になりません。

事業に要する経費（１０万円以上２００万円まで）の３０％
※上記により補助金の上限は６０万円

手続きの詳細は、裏面をご覧ください。

市内で農地を所有もしくは管理する団体又は個人。

益田市産業経済部 農林水産課 整備係 TEL：0856-31-0675



益　田　市 申請者（又は団体）様

補助金交付手続きの流れ

①交付の申請

・補助金等交付申請書（様式第１号）

・添付書類

位置図

計画平面図・断面図等

見積書

現地写真

その他

②交付の決定

・補助金等交付決定通知書

③事業(工事)の実施

※原則、年度をまたぐことは出来ません。

⑤事業の実績報告

・補助金実績報告書（様式第４号）

・添付書類

工事写真(着工前・施工中・完了）

請求書又は領収書

その他

⑥完了検査

※申請者様の立ち会いは必要ありません。

⑦補助金の額の確定

・補助金等確定通知書

⑧補助金の請求

・補助金等交付請求書（様式第６号）

⑨補助金の交付(振込)

⑩補助金の受理・完了

事業変更の有

④変更交付の申請

・補助金等変更交付申請書（様式第３号）
・添付書類

計画平面図・断面図等

見積書

無

有


